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町
で
は
、
風
水
害
や
地
震
な
ど

の
災
害
に
備
え
、
災
害
時
要
援
護

者
の
避
難
支
援
を
迅
速
か
つ
的
確

に
行
う
た
め
、
災
害
が
発
生
す
る

前
か
ら
災
害
時
要
援
護
者
に
関
す

る
情
報
を
把
握
し
、
防
災
情
報
の

伝
達
や
避
難
誘
導
な
ど
の
支
援
体

制
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、「
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支

援
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

生
委
員
・
児
童
委
員
、
消
防
団
、

女
性
防
火
ク
ラ
ブ
な
ど
、
関
係
団

体
の
人
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

災
害
時
に
避
難
支
援
が
必
要
と
考

え
ら
れ
る
人
の
家
を
直
接
訪
問

し
、本
人
の
同
意
を
得
た
う
え
で
、

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録

を
呼
び
か
け
ま
す
（
同
意
方
式
）。

災
害
時
要
援
護
者
の
名
簿
へ
の

登
録
に
当
た
っ
て
は
、『
吉
岡
町

災
害
時
要
援
護
者
名
簿
登
録
申
請

書
（
個
別
計
画
）』
を
使
用
し
ま

す
。
こ
の
申
請
書
（
個
別
計
画
）

は
、
名
簿
へ
の
登
録
申
請
書
で
あ

る
と
同
時
に
、
災
害
時
に
災
害
時

要
援
護
者
を
「
誰
が
」「
ど
の
よ

う
に
」
避
難
さ
せ
る
の
か
と
い
っ

た
こ
と
、
つ
ま
り
災
害
時
要
援
護

者
お
の
お
の
の
避
難
支
援
計
画
に

つ
い
て
記
載
す
る
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
申
請
書
を

も
と
に
、
災
害
時
要
援
護
者
を

『
吉
岡
町
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
』

へ
登
録
掲
載
し
ま
す
。

町
は
、
こ
う
し
た
要
援
護
者
情

報
の
把
握
と
同
時
に
、
災
害
時
の

避
難
情
報
伝
達
体
制
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
、
避
難
所
の
開
設
な
ど
の

基
盤
整
備
を
進
め
て
い
く
こ
と

で
、
災
害
時
に
お
け
る
災
害
時
要

援
護
者
の
避
難
支
援
体
制
を
確
立

し
ま
す
。

避
難
支
援
プ
ラ
ン
の

流
れ

手
上
げ
方
式
お
よ
び
同
意

方
式
に
よ
る
災
害
時
要
援

護
者
情
報
の
収
集

名
簿
登
録
申
請
書(

個
別

計
画)

を
も
と
に
し
た
要

援
護
者
名
簿
の
作
成

名
簿
登
録
申
請
書(

個
別

計
画)

に
お
け
る
避
難
支

援
者
の
選
定

申
請
書
お
よ
び
名
簿
を
も

と
に
し
た
災
害
時
要
援
護

者
マ
ッ
プ
の
作
成
、
避
難
訓
練
な

ど
の
実
施

お
願
い

い
ざ
と
い
う
と
き
は
、
地
域
住

民
の
助
け
合
い
が
被
害
を
最
小
限

に
抑
え
る
力
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

災
害
時
に
限
ら
ず
、
日
々
の
生
活

の
中
で
、
見
守
り
や
声
か
け
な
ど

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
災
害
時
要

援
護
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
き
上

げ
て
お
く
こ
と
が
避
難
支
援
体
制

の
基
礎
と
な
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
「
吉
岡
町
災
害
時
要
援
護
者
避

難
支
援
プ
ラ
ン
」
は
町
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
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計
画
の
概
要

災
害
時
に
、
自
ら
を
守
る
た
め

に
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
な
ど
、

災
害
時
の
一
連
の
行
動
を
と
る
の

に
支
援
を
必
要
と
す
る
人
た
ち
を

『
災
害
時
要
援
護
者
』
と
い
い
ま
す
。

一
般
的
に
高
齢
者
、
障
害
の
あ

る
人
、
乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
難
病

患
者
、
日
本
語
が
理
解
で
き
な
い

外
国
人
な
ど
が
災
害
時
要
援
護
者

と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
災
害
時
要
援
護
者
に

対
し
、
町
は
災
害
時
要
援
護
者
名

簿
登
録
申
請
に
つ
い
て
、
広
報
・

回
覧
な
ど
の
手
段
を
用
い
る
こ
と

で
、
災
害
時
に
お
け
る
避
難
支
援

希
望
者
（
災
害
時
要
援
護
者
名
簿

登
録
希
望
者
）
を
募
り
ま
す
（
手

上
げ
方
式
）。

一
方
で
、
町
は
、
自
治
会
・
民
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